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　□市道占用（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□市道施工承認（　○○○○　　　　　　　　　　　）
　□法定外公共物使用（　　　　　　　　　　　　　　　）

　□協議必要 　　→開発同意後、着工前に申請書類を提出すること

　□新設道路（市道認定予定道路）の寄附構造

　□道水路の寄附構造
　　□セットバック部　□道路側溝・排水路
　　□未登記　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□協議不要
　□道路安全対策（　　○○　　　　　　　　　　　　　）
　□土砂・雨水流出防止措置
　□土砂災害警戒区域

 【最終確認日】　　　○　　月　　○　　日

 【確認者氏名】　　○○○○

　□協議必要  □自治会加入促進

 □防犯灯　　　　（　□移設　　□新設　　□撤去　）
 □カーブミラー　（　□移設　　□新設　　□撤去　）

　□協議不要 　・・・設置予定位置がわかる図面を提示してください

　→電柱位置確定後に開発者負担で防犯灯を設置

　　するなどの自治会との確約があったときは、設置前

　　に改めて市民活動支援課と協議してください

 【最終確認日】　　　 　　月　　 　　日

 【確認者氏名】

自治会に確認しまし
たが要望はありませ
んでした

市
民
活
動
支
援
課

【確認日】
　○月　○日

【確認者氏名】
　○○○○

　開発者は、市開発指導要綱・技術基準、都市計画法の開発は山梨県「開発許可申請等の手引
き」を確認のうえ、計画立案・設計してください。

 開発者は計画図等の資料を持参のうえ担当課に行く。

 担当課は、開発者の提示した資料により、協議が必要かどうかを判断する。

　○「協議不要」なときは、担当課はその旨チェックし、日付と氏名を記入する。
　　※「協議不要」であっても、担当課は、必要であれば開発者に対し、「経緯・左記への
　　　対応方針」欄に経緯の記載などを求める。

　○「協議必要」なときは、許認可等の手続きや設計に反映すべき事項について協議する。
　　担当課は「確認事項・協議内容」欄の該当項目をチェック、記載する。

 開発者は、「経緯・左記への対応方針」欄に、設計の経緯や自治会・隣接者との協議結果、
 担当課の指示内容への対応方針などを記載する。
　【例】　・「自治会に確認しましたが要望ありませんでした」「隣接耕作者の要望により○○を設置
　　　　　　します」「自治会加入について説明します」など
　　　　　・（許認可等の手続きが必要なとき）「申請（届出）をします」など

 協議が整ったら、担当課は、開発申出書提出前の最終確認の日付と氏名を記入する。

 ◆　防犯灯・カーブミラーについては、必ず自治会に新設の要望・移設
　　の位置等について確認してください（結果を右欄に記入）

【記載例】
確認事項・協議内容  （担当課記入） 経緯・左記への対応方針

（開発者記入）
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【確認日】
　　　　月　　　日

【確認者氏名】

開発行為に伴う各課協議の流れと記載例

施工承認申請をしま
す

○○を2か所に設置
します
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